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在宅看護過程における
看護計画立案の基盤となる能力

―熟練の訪問看護ステーション管理者のインタビューから―

Basic abilities required to perform home care nursing planning:
an interview of expert home-visit nursing station managers

田口（袴田）理恵1）　　河原　智江2）　　西　留美子1）　　末田　千恵2）
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要　旨
　近年、在宅ケアの需要が高まり、在宅看護教育の重要性が増しているが、在宅看護過程の計画立案の
教育には大きな課題があることが報告されている。そこで本研究では、在宅看護計画立案の基盤となる
能力を明らかにすることを目的とした。対象者は熟練の訪問看護ステーション管理者 9 名である。半構
成的インタビューにて、在宅看護計画立案の基盤となる能力、知識、態度について質問し、得られたデー
タを質的帰納的に分析した。結果、在宅看護計画立案の基盤となる能力としては、療養者と家族のアセ
スメントを行うための【見て感じて把握する力】【情報を引き出す力】【察する力】と、生活の質を向上
させる看護計画を立案するための【生活の質への着想力】と、これらの能力を支える【疾患と生活を探
究する力】が必要であることが明らかになった。今後、これらの能力を向上させるための教育プログラ
ムの検討が必要と考えられる。

Abstract
	 In	recent	years，	the	demand	for	home	care	has	been	increasing，	and	home	care	nursing	educa-
tion	has	become	more	important.	However，	it	is	reported	that	educational	programs	for	planning	in	
the	home	care	nursing	process	have	critical	issues.	Therefore，	this	study	aimed	to	describe	the	basic	
abilities	required	to	plan	the	home	care	nursing	process.	In	this	study，	nine	expert	home-visit	nursing	
station	managers	were	interviewed	regarding	the	basic	abilities，	knowledge，	and	attitude	necessary	
to	perform	home	care	nursing	planning	through	semi-structured	methods.	The	results	were	analyzed	
using	an	 inductive	approach，	which	 indicated	the	 following	 five	abilities	required	to	perform	home	
care	nursing	planning:	the	ability	to	identify	physical	conditions	by	observing	and	feeling，	the	ability	
to	obtain	information，	the	ability	to	deduce，	knowledge	of	quality	of	life，	and	the	ability	to	research	
about	diseases	and	household	skills.	Three	abilities，	the	ability	to	identify	physical	conditions	by	ob-
serving	and	 feeling，	ability	 to	obtain	 information，	and	ability	 to	deduce，	are	necessary	to	asses	a	
home	care	patient	and	his/her	family.	Knowledge	of	quality	of	life	is	required	for	designing	a	nursing	
care	plan	to	improve	quality	of	life.	The	ability	to	research	about	diseases	and	household	skills	is	sug-
gested	to	support	other	abilities.	Therefore，	development	of	educational	programs	to	 improve	these	
abilities	is	necessary	in	the	future.
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Ⅰ　緒　言

　我が国の 65 歳以上の高齢者数は、2025 年には
3,657 万人となり、2055 年には全人口に占めるそ
の割合は 25％を超える見込みとなっている1）。高
齢化が急伸する中、増大する医療費の抑制に向け
た医療制度改革により、平均在院日数は短縮さ
れ、医療的ケアを必要としたまま退院し、在宅療
養を開始する療養者が増加している。一方、国民
の意向としても、要介護状態になっても自宅や子
供・親族の家での介護を希望する者が 4 割を超	
え2）、6 割以上の者が終末期は「自宅で療養した
い」と回答しており3）、在宅ケアの充実は喫緊の
課題となっている。
　訪問看護師は、在宅ケアにおいて、生活の視点
を重視した看護を提供し、療養者を支える医療と
介護をつなぐ重要な役割を担うことから、その人
材育成と質の向上は、政策上の重要な課題となっ
ている。このため、1996 年より看護教育のカリ
キュラムにも在宅看護論が加えられた。在宅看護
の効果的な実践には、在宅看護過程の展開能力が
必須となる。看護過程とは、看護の知識体系と経
験に基づいて、人々の健康上の問題を見極め、最
適かつ個別的な看護を提供するための組織的・系
統的な看護実践方法であり、対人的援助関係の過
程を基盤として、看護の目標を達成するための科
学的な問題解決法を応用した思考過程である4）。
しかしながら、看護教育機関で在宅看護論を担当
する教員の 86％は、在宅看護過程の教育に困難
を感じていることが報告されている5）。
　在宅看護過程の教育に困難を感じる原因として
は、学生が在宅療養のイメージを持っていないこ
とに加え、在宅看護過程に適した看護モデルが得
にくいことが指摘されており、7 割の看護教育機
関では看護モデルを用いていないか、もしくは既
存の看護モデルに教員が独自の視点を加えて用い
ざるを得ない状況にあることが報告されている5）。
このため、一部においては、在宅ケアに特化した
アセスメントツールを用いた在宅看護過程の教育
実践が試みられている6），	7）。しかしながら、これ
らの教育効果も、看護過程の 5 つの段階4），	8），	9）（ア
セスメント、看護診断、計画立案、実施、評価）
の内、アセスメント～看護診断の最初の 2 段階に
とどまるものであり、計画立案の理解には十分な

効果を発揮しえなかったと報告されている。加え
て、在宅看護実習においても、その期間の短さか
ら同一の利用者に訪問できる機会が得られず、在
宅看護過程展開が困難であることが報告されてい
るが、中でも看護計画立案と実施については、修
得状況が低迷していることが指摘されている10）。
　このような在宅看護計画立案修得の困難性は、
在宅看護における計画立案が医療機関でのそれと
大きく異なることが一因とされている。すなわ
ち、在宅看護の目的は疾患を治すことではなく、
対象の生活の質を向上させることにあり、それゆ
えその看護計画は、医療機関でのものと比べて個
別性が高く、また正解というものがなく、訪問の
都度に点検して進化させることが必要とされると
いう特徴を有し、その質は看護師の力量によって
大きく左右されるものである11）。したがって、在
宅看護過程の教育においては、在宅看護過程の教
授方法や実習方法の改善自体に加え、その基盤と
なる能力の育成も重要と考えられるが、これまで
在宅看護過程展開の基盤となる能力が如何なるも
のかについては十分に検討されていない。王ら12）

は、在宅看護現場において求められる訪問看護師
の能力について、また上野ら13）は、訪問看護の
利用者が求める訪問看護師の能力について報告し
ているが、いずれも訪問看護実践全般に求められ
る能力の分析であることから、在宅看護過程のと
りわけ計画立案の基盤となる能力については、よ
り焦点化した検討が必要と考えられる。
　そこで、本研究では看護基礎教育に資する知見
を得ることを目指し、在宅看護過程における計画
立案の基盤となる能力について検討を行うことを
目的とした。訪問看護ステーションでは、在宅看
護計画立案の中でも最も難易度の高い初回の計画
立案は、管理者単独もしくは管理者と担当者が同
行する初回訪問時に行われることが多いことか
ら、訪問看護ステーション管理者の捉える、在宅
看護計画立案の基盤となる能力を明らかにするこ
とは、本研究目的の達成に資すると考えられる。
このため、熟練の訪問看護ステーション管理者を
対象とするインタビュー調査を実施し、質的帰納
的分析を行うこととした。

Ⅱ　目　的

　本研究の目的は、看護職者に求められる在宅看



在宅看護過程における看護計画立案の基盤となる能力

3

護計画立案に必要な能力を明らかにすることであ
る。

Ⅲ　用語の定義

　「在宅看護計画立案」とは、在宅看護における
看護過程の 3 段階目にあたる「計画」の段階にお
いて、看護目標を定め、支援計画を立案すること
と定義した。
　「能力」とは、動作や作業などの身体的ならび
に精神的行為を行うのに必要な力14）であり知識
や態度を含む、と定義した。
　なお、「在宅看護計画立案の基盤となる能力」
は、看護計画立案に必要となるその前段階のアセ
スメント、看護診断に関する能力と不可分である
ことから、これらも含むものとした。

Ⅳ　方　法

1　対象者
　本研究では、熟練の訪問看護ステーション管理
者をインタビューの対象者とした。対象選定の条
件は、訪問看護の経験が豊富で在宅看護計画立案
について訪問看護師や看護学生にアドバイスが行
えるような訪問看護ステーション管理者として、
訪問看護師経験が 8 年以上、管理者経験 3 年以上
の者とした。対象者のリクルートは機縁法にて行
い、研究協力の得られた首都圏に所在する 9 か所
の訪問看護ステーションの 9 名の管理者を対象と
した。

2　調査方法
　調査期間は 2013 年 9 月～2013 年 12 月である。
対象者に研究目的の説明と依頼を行い、同意が得
られた後にインタビューを実施した。インタ
ビューは各訪問看護ステーション内の個室で、イ
ンタビューガイドを利用した半構成面接により行
なった。インタビューでは、「優れた在宅看護計
画を立案できる訪問看護師はどのような方です
か」「スタッフや看護学生を指導する中で、在宅
看護計画を立てる上ではどのような能力が必要と
お感じですか」等と尋ね、在宅看護計画立案を行
う上で必要となる能力について自由に考えや経験
を語ってもらった。
　また、面接の冒頭に年齢、看護師、訪問看護師、
並びに訪問看護ステーション管理者経験年数とケ

アマネジャー資格の有無を尋ねた。インタビュー
時間は約60～150分で、1名につき1回実施した。
インタビュー内容は、対象者の同意の上、IC レ
コーダーに録音し、すべて書き起こして逐語録を
作成した。

3　分析方法
　逐語録の中から、文章もしくは段落ごとに、「在
宅看護過程における計画立案の基盤となる能力」
と読み取れる部分を抜き出し、データとした。共
通する意味内容を持つデータから、サブカテゴ
リーを生成した。サブカテゴリーについて、さら
に共通する内容のものを継続比較していくことに
よって、カテゴリーを生成した。その間にも繰り
返し逐語録に戻り、妥当性を確かめながら、各カ
テゴリーをまとめ、精緻化していった。これら一
連の作業の信頼性と妥当性を高めるため、カテゴ
リー化は訪問看護実践もしくは地域在宅看護教育
について豊富な経験を有する研究者が実施し、質
的研究に精通した研究者のスーパーバイズを受け
た。

4　倫理的配慮
　インタビューに際しては、開始前に協力と中断
の自由と個人情報の保護について文書と口頭で説
明し、書面で同意を確認した。逐語録並び分析内
容は ID 管理し、インタビュー内の個人を特定す
る可能性がある部分を全て匿名化することによっ
て、個人情報の保護に努めた。なお、本研究は共
立女子大学研究倫理審査委員会の承認を得て実施
した（承認番号：KWU-IRBA#13041）。

V　結　果

1　対象者の基本属性（表 1）
　対象者の年齢範囲は 40 歳代から 60 歳代前半で
あり、中でも 45 ～54 歳が 66.6％と大半を占めた。
訪問看護師経験年数は9～28年、訪問看護ステー
ション管理者経験年数は 3 ～15 年であった。

2　在宅看護計画立案の基盤となる能力（表 2）
　在宅看護過程における計画立案の基盤となる能
力として、15 のサブカテゴリーと 5 つのカテゴ
リーが生成された。以下、各カテゴリーについて、
サブカテゴリーと代表的なデータを示しながら説
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明する。なお、カテゴリーは【 】、サブカテゴリー
は『 』、データは “ ” で示した。

⑴　【見て感じて把握する力】
　在宅ケアシステムの中で、訪問看護師は、療養
者の身体状態を安定、向上させる役割を担ってお
り、このことは看護計画立案においても必須のポ
イントとなる。在宅療養者は、慢性の経過をたど
る疾患や障害を有することから、鋭敏に、一見安
定している『身体状態の変化を捉える力』が必要
とされていた。“脈を測って乱れているとか息の
仕方が違うとか顔の色が悪いとか爪の色が悪いと
かそういうのは見られると思うので。看護師はい
つも行っていれば、いつもと違うということはわ
かりやすいとは思います。”、“看護師は毎週見て
いると、ほんとに顔色一つ、表情一つであれって
いうふうに思える。バイタルではないと思う。そ
の時の空気感というと変ですけど。表情だとか、
体をちょっと「じゃあ起こしてみましょう」と
いった時の起き方、力の入り方。血圧だとかで変
化があればその時点でアッて思うんですけど、そ
ういうのでは異常がなくても「いつもよりなんか
ちょっと冴えないですね」ということも。”	と語
られたように、『身体状態の変化を捉える力』と
は、バイタルサインと合わせ、自分自身の五感を
十分に働かせて、普段の状態との違いを敏感にと
らえていく力であった。
　また、極めて個別性の高い療養者一人一人の生
活にそった課題を見出すためには、『個別性を具

体化する力』が必要とされた。この力にはスタッ
フである訪問看護師の中でも差が大きいとされ、
“個別にきちんと見ながら、観察して（看護計画
を）立てる子は立てるんですね。でもなかなかそ
の辺がまだまだってこと、ありますよね。誰にで
も合うような、安全、安楽にというような風に立
ててしまったりとか。”、“安全安楽に生活できる
という安易な看護計画を、看護目標をたててしま
うんですね。それを書いてしまえばすべて OK み
たいな感じで捉えているところがあって。それを
もっと具体化するように、例えば、安全にとあっ
ても、移乗の時に不安定なのか、立ち上がりが不
安定なのか、歩行が不安定なのか全然違いますよ
ね。その辺をちょっともっと具体的に書くように
ということは伝えてあります。” と語られていた。
　このように『身体状態の変化を捉える力』と

『個別性を具体化する力』を、短時間の訪問時間
の中で発揮するためには、“何のために何見たい
か、どんな目的があってどんな情報をつかむの
か、目的がしっかりしていないと見られない。”
と語られたように、『観察のポイントをつかむ力』
を合わせ持つことが必要とされていた。これらの
3 つの力を合わせ、【見て感じて把握する力】が
生成された。

⑵　【情報を引き出す力】
　在宅看護計画立案を行う上で必要となる情報
は、訪問看護師自身の観察に加え、療養者本人、
家族、また支援チームを形成する他職種から得ら

表 1　対象者の基本属性 （n ＝ 9）

Mean±SD or n （%）

年齢（人） 40 ～44 歳 1 （11.1）
45 ～49 歳 3 （33.3）
50 ～54 歳 3 （33.3）
55 ～59 歳 1 （11.1）
60 ～65 歳 1 （11.1）

訪問看護師経験（年） 14.7 ±　5.7

管理者経験（年） 7.9 ±　4.2

看護師経験（年） 22.7 ±　7.3

ケアマネジャー資格（人） 有 7 （77.8）

表 2　在宅看護計画立案の基盤となる能力

カテゴリー サブカテゴリー

見て感じて把
握する力

身体状態の変化を捉える力
個別性を具体化する力
観察のポイントをつかむ力

情報を引き出
す力

療養者・家族から情報を引き出す力
他職種から情報を引き出す力
人間関係の基盤をつくる力

察する力 療養者・家族の生活に心を寄せる力
療養者・家族の心に寄りそう力
療養者・家族の意向に気づく力

生活の質への
着想力

生活の質を高めるポイントをつかむ力
生活の質を高める熱意

疾患と生活を
探求する力

疾患に関する知識を深める力
生活に関する具体的な知識を得る力
自身を高める姿勢
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れる部分が大きい。とりわけ、前回訪問以降の身
体状況や生活状況や、看護目標の方向性に大きな
影響を与える療養者と家族の意向を引き出せるか
否かは、看護計画の質を決定付けるものである。
このため、『療養者・家族から情報を引き出す力』
の重要性が強調されていた。“特にターミナルの
場合は展開が速いので、初回にどういう風に聞け
るかっていうのが能力なのかなって思う。まだ初
回でここまで聞けてよかったって思った方は一人
しかいない。”、“分からなければ、家族が居れば
いつもとの違いを聞くし、あと本人からも聞きま
すよね。疲れているとかいないとか、暑いとか、
ご飯ちゃんと食べているかとか、水は飲んでいる
のかとか、基礎看護ですよ。考えられる事はみん
な聞けばいいと思うんですけど。” と語られてい
た。
　また、療養者本人と家族に加え、訪問介護サー
ビスやケアマネジャー、かかりつけ医など支援
チームを形成する他職種が持つ専門性に応じた情
報を共有することが、包括的なアセスメントに基
づき、生活の質の向上に結び付く看護計画立案に
つながる。“訪問看護だけでやっているわけじゃ
ないので。チームケアなので、ケアマネやその他
のメンバーからも色々と情報をとればいいと思
う。”、また、“他職種とうまく連携していきなが
ら思案していくってことが大切。そのためには他
職種が何をやっているかということをきちんと
知っておくこと。この人たちの職種のやっている
事の強みとか弱みとかわかっていなければできな
いですよね。” と語られたように、他職種の連携
しながら情報を引き出していくためには、『療養
者・家族から情報を引き出す力』とは異なる他職
種連携に特有な『他職種から情報を引き出す力』
が求められるとされた。
　このように、『療養者・家族から情報を引き出
す力』、『他職種から情報を引き出す力』を発揮す
る土台としては、『人間関係の基盤をつくる力』
が必要とされていた。“家族から攻めていく。と
にかく家族とのコミュニケーションをうまく取れ
れば、とりあえず、その家には入れるから。60
分の時間の中で下手すれば 30 分、40 分は家族と
のコミュニケーション取りに費やして、患者さん
に関われるのが 20 分であっても、次に行く時に
やっていけると思うので、うちのスタッフは家族

さんとのコミュニケーションを大事にしてい
る。”、“初対面で向こうの方も私も緊張するって
いうのがあるので、まず私も分かってもらいたい
と思って、私の情報もお伝えして。” と語られた
ように、初対面から療養者、家族、支援チームに
受け入れられ、人間関係を形成し、療養者・家族
と他職種から情報を引き出す力である【情報を引
き出す力】が必要とされていた。

⑶　【察する力】
　訪問看護師は、療養者と家族から情報を引き出
すと同時に、直接的に語られない内容についても
察することによって、情報収集を深めていくこと
が必要とされていた。療養者の生活上の課題を明
らかにするためには、“訪問看護が行くまでの間
どうだったのか。ちゃんと生活ができたのか出来
なかったのか。”、“お年寄りの生活ってどういう
ものかとか、体の動きが制限されていれば、どう
いうふうに辛いんだろう…とか。自分を置き換え
て考えてみる。” と語られたように、『療養者・家
族の生活に心を寄せる力』を発揮し、生活上の困
りごとを具体化することにより、より適切な看護
計画が立案できるとされていた。
　また、“人の気持ちを想像するって事ですよね。
その人は今、何を求めているかとか、この病気は
こうなったらどう思うんだろうかとか。”、“自分
の事を考えると自分の家に他人が来て、自分のや
り方と違うとちょっとカチンと来る時があるで
しょ。それは普通の感情、感覚なので。だから困
難事例というのはおかしいと私は思う。看護師の
固定観念にとらわれ過ぎて、この人が何をしたい
んだろうってことを考えてあげられてないんだろ
うなと思いますね。” と語られたように、『療養
者・家族の心に寄り添う力』を発揮し、その心情
にそった看護計画を立てる必要性が指摘された。
加えて、生活の質の向上を目指す在宅看護におい
て、その目標設定には、療養者と家族の意向を踏
まえることが必須となる。しかしながら、その意
向は直接的に語られるとは限らず、日々の看護ケ
アを通じて関係性を深める中で、真意を探り察し
ていくための『療養者・家族の意向に気づく力』
も求められていた。“観察しながらつきあってい
く中で、ああこの人はこういう風なことを求めて
いらっしゃるんだなということがわかってきます



共立女子大学看護学雑誌　第 2 巻（2015）

6

よね。それはもう回数を行って訪問していってあ
る程度の関係を作っていかないと、っていうのは
ありますよね。”、“利用者さんが本当に何を求め
ているのかなってどこまで気づくか。自分で何と
かしたいっていう人もいますので。やっぱり本当
に求めているものに対して、我々もそれについて
いけるような援助の仕方を計画していかないと満
足はしてもらえないなと思う。”
　このように、『療養者・家族の生活に心を寄せ
る力』『療養者・家族の心に寄り添う力』『療養者・
家族の意向に気づく力』の 3 つの力による、豊か
な【察する力】が看護計画を深めるためには必要
とされていた。

⑷　【生活の質への着想力】
　在宅看護の目的は生活の質を高めることにある
が、極めて個別性の高い療養者と家族の生活の質
を高める方法は一通りではない。“処置だけでは
ない。プラスアルファでその人の生活の満足度っ
て上がる。浣腸して帰ってくるだけでなく、食事
指導や運動指導もすれば浣腸しなくてもよくなる
かもしれない。とりあえずは定期的に確実にお通
じが出てっていうのが目標になるけども、いずれ
は自力排便で、っていうところが目標になる。プ
ラスアルファの生活指導みたいなところで担当者
の考え方が反映されてくるのが在宅。5 分あれば
プラスアルファの世界っていうのはできる。”、“こ
うしてあげればすごく気持ちいいのに、っていう
おうちが結構多いじゃないですか。だからそうい
うところに目が配れる、そういうところが見つけ
られる。” と語られたように、訪問看護師が生活
の質を高めるための効果的なポイントを見つけら
れるか否かによって、その可能性と効果は大きく
変わることが指摘されており、『生活の質を高め
るポイントをつかむ力』が求められていた。
　また、このような『生活の質を高めるポイント
をつかむ力』を生む土台としては、『生活の質を
高める熱意』が必須であることが語られた。“本
当に深みのある看護ができるか、看護師の思いの
強さで看護過程の中身が変わっちゃう。淡々と毎
日やらなければならないことっていうのは絶対あ
る。でもそれだけではない。プラスアルファがそ
の人の生活の質を高めていく。生きていてよかっ
た、おうちに戻ってこんなふうな生活ができてよ

かった、と思えるような在宅生活をさせてあげた
い（という思いが必要）。” このように、2 つの力
が合わさり、【生活の質への着想力】が生成され
た。

⑸　【疾患と生活を探求する力】
　全ての発達段階と疾患、健康状態を持つ療養者
を対象とする訪問看護師には、幅広い知識に基づ
き、看護計画を立案することが必要となる。“訪
問でちょっとここ見落としたな、って思う事と
か、こういう症状が出ている時はどういうことが
考えられるか、とかは結構本を読んだりインター
ネット引っ張ったり、常に勉強をしています。そ
の場で判断できないこともいっぱいあるんです
よ。その場で判断つきそうな事はもちろんその場
でつけてきますけれど、つかなければ家に帰って
調べたりして、次回訪問で間に合わなければ、そ
れなりに電話などで対応をします。” と語られた
ように、常に新しい知識を取り入れるための『疾
患に関する知識を深める力』が求められる。
　また、生活に合わせて治療やリハビリを展開
し、各々の家庭に合わせた環境調整を行っていく
ためには、応用可能な程度にまで生活支援に関す
る知識を深めておくことが必要となる。“食事の
指導をするにしても、やっぱり自分がある程度食
事に関心をもっていないと指導もできない。指導
するにしてもパンフレットに沿った画一的なもの
だけになっちゃってるんだろうな、と思います。
重湯とか、流動食の作り方とか…（中略）自分が
知らなければ相手に伝えられないし。”、“訪問看
護師さんは、平面図は書けたり読めたりした方が
いいと思います。” と語られたように、『生活に関
する具体的な知識を得る力』も、疾患に関するも
のと同様に、身に着ける必要があると語られた。
　このように実践現場に身を置きながらも、継続
して『疾患に関する知識を深める力』や『生活に
関する具体的な知識を得る力』を発揮し続けるた
めには、“処置プラスアルファの生活指導をする
ためには、自分も努力しないといけない。アンテ
ナを張っていろんな情報をとって、それを試して
みて。じゃなきゃお伝えできないと思うんです。”
と語られたように、『自身を高める姿勢』が土台
となる【疾患と生活を探求する力】が必要とされ
ていた。
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Ⅵ　考　察

1　療養者と家族のアセスメントを支える能力
　在宅看護過程における看護計画立案には、療養
者の身体状況、精神状況、生活状況、介護者の状
況、経済状況、社会資源の導入状況、療養者・介
護者の意向などをアセスメントしていくことが必
要となる11），	15）。病院のように容易に検査結果を
入手でき、24 時間看護師の目がある環境にない
在宅療養の場においては、訪問看護師自身が【見
て感じて把握する（力）】ことと、療養者・家族
並びに支援チームから【情報を引き出す（力）】
ことが情報収集の柱となり、療養者と家族の生活
の有様や心情、またその意向を【察する（力）】
ことが情報収集の不足を補い、またアセスメント
を促進すると考えられた。在宅看護現場において
求められる訪問看護師の能力として、王ら12）は

「利用者の生活場面で看護過程を展開する能力」
をカテゴリーとしてあげ、そのサブカテゴリーと
して「利用者の状態をアセスメントできる能力」
が存在するとしている。本研究における【見て感
じて把握する力】【情報を引き出す力】【察する力】
は、この「利用者の状態をアセスメントできる能
力」に相当するものと考えられる。Cardwell	P	
et	al17）は、真のアセスメントとは、様々な理論
に関する知識や臨床技術と専門職としての態度を
身に着け、患者・家族とコミュニケーションをと
り、ニーズを把握することによってはじめて可能
となると述べている。近年病棟における看護過程
では、アセスメントツールや看護診断の活用が進
んでいるが、これらの誤った活用は、患者中心で
個別性の高い看護計画立案を阻害することが指摘
されている17）。在宅ケアについてもいくつかのア
セスメントツールが開発されているが15），	16）、こ
れらアセスメントツールを正しく使い、生活の質
の改善に向けた療養者中心の看護計画立案につな
げるためには、本研究で明らかとなった、これら
3 つの能力を合わせ強化することが必要と考えら
れた。

2　生活の質を高めるための在宅看護計画立案
を支える能力

　加えて本研究では、在宅看護計画立案には【生
活の質への着想力】が必要であることが示され

た。20 世紀は「病院の世紀」であり、医療のシ
ステムは専門化され、「医学モデル」に基づき提
供されてきたが、20 世紀後半からは高齢化社会
の到来、慢性疾患など「治らない疾病」の増加、
それに伴い「疾病とともによく生きる」ことへの
希求など健康概念の転換が求められ、医療におい
ても「生活モデル」への切り替えを必要としてい
ることが、猪飼18）によって指摘されている。木
下 11）が述べるように、在宅看護の目的も疾患治
癒ではなく、対象の生活の質の向上にある。中村
の先行研究19）において、熟練した訪問看護ステー
ション管理者が考える訪問看護像の構成因子に
は、心身の状態を総合的に判断し、このままで生
活の継続ができるのか、より良い生活ができるの
かという生活モデルの視点と、それに基づく適切
な看護を行う「生活支援医療の専門職としての役
割を果たす」が挙げられている。本研究で示され
た【生活の質への着想力】は、在宅看護計画がこ
のように対象の生活の質の向上につながるものと
なるために必須のものと考えられた。しかし一
方、“3 か月に 1 回見直し、何かがあれば毎月見
直ししているけれど、前回の看護計画が日付だけ
変わって出されることがある。「ちょっと違うん
じゃないかな～」って伝えるけど、「でも状況が
変わらないんです」っていう一言で終わっちゃう
のが難しい。” と語られたように、『生活の質を高
めるポイントをつかむ力』と『生活の質を高める
熱意』を欠き、身体状況が大きく変化しない中で、
何を目標に看護を行うべきか掴めていないスタッ
フが一定数存在することも指摘されていた。生活
モデルで対象を捉えるための基礎教育の試みとし
ては、早期体験学習（Early	Exposure）として
の在宅療養者とのふれあい実習の試みが報告され
ており、在宅看護の特徴を体験的に理解させる上
での有効性が示唆されている20）。また、在宅看護
分野での取り組みはまだ少ないが、模擬患者を用
いた演習にも効果が期待され、高齢者看護学演習
では模擬患者からのフィードバックにより、生活
モデルに基づき患者の生活を考えることにつなが
ることが報告されている21）。高齢化が急伸し、訪
問看護師の確保と充実は喫緊の課題となってお
り、新卒訪問看護師の育成に注目が集まっている
現在22）、基礎教育においても、在宅看護計画の質
に大きく影響する、【生活の質への着想力】の醸
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成にむけたプログラムを開発し、新卒時の準備状
況を高めることが必要と考えられる。
　また、【見て感じて把握する力】【情報を引き出
す力】【察する力】をもって療養者と家族のアセ
スメントを行い、【生活の質への着想力】をもっ
て生活の質を向上させる看護計画を立案するため
には、疾患に関する深い知識と、具体的な生活支
援を行うための知識が必要である。訪問看護の利
用者では、神経疾患、悪性新生物や認知症を含む
精神疾患等が多いという特徴はあるものの23）、稀
少疾患を含めたあらゆる疾患の療養者が在宅看護
の対象となるため、業務外の時間の中でも自発的
に『疾患に関する知識を深める力』が求められる。
また、衣食住のすべてにわたる生活指導と生活支
援の工夫を行う役割を果たすためには『生活に関
する具体的な知識を得る力』が必要となる。この
ため、【疾患と生活を探求する力】は、在宅看護
計画立案の基盤となる他の 4 つの能力を下支えす
るものと考えられる。一方で、“でも現状ね、こ
れ以上勉強する、自分の時間を割いてまで書物を
読んで解き明かすとか、っていうことは、ちょっ
といいかなみたいなのは（スタッフの訪問看護師
の中に）ありますね。今困っていないっていうん
ですかね…” と語られたように、『自身を高める
姿勢』を持たない場合も散見されるとされた。現
在訪問看護師として就業している年代の 7 割弱は
40 ～50 歳代であり24）、新卒として病院に就職し
た後、結婚や出産といったライフイベントによる
生活の変化にともない、30 代後半から訪問看護
師に転身するケースが多くみられる。さらに、非
常勤職員としての就業が多いことや、訪問看護ス
テーションの大半は小規模事業所であり体系的な
研修を行えない現状も、このような課題を生じる
原因と考えられる。管理者は「自身の訪問看護師
としての後姿を見せる」ことにより、訪問看護師
の育成に努めていると報告されているが19）、加え
て常勤職員として訪問看護に専心できる新卒者の
育成を強化していくことも必要と考えられる。ま
た、“室温にしても快適温度はこれくらいって知
識として勉強して欲しいが習っていない。” “流動
食の作り方とか、調理実習はないと思うけど、そ
ういうのがあるといい。” と語られたように、環
境が整い分業の進んだ病院での看護を中心として
展開される基礎教育の課題も指摘されており、基

礎看護学等他分野と協力した生活支援技術教育の
改善も必要と考えられた。
　また、本研究で明らかとなった在宅看護計画立
案の基盤となる能力は、近年看護実践において変
化に富み個別性の高い特有な課題解決に取り組む
上での有用性が謳われているクリティカル・シン
キング（CT）25）の構成要素と類似性が見て取れ
る。すなわち、CT 能力の構成要素26）,	27）は、「直
感力」「コミュニケーション能力」「共感力」「予測・
洞察力」「創造性」「知的好奇心」「真理への探究」

「知的誠実さ」等からなり、本研究で明らかとなっ
た在宅看護計画立案の基盤となる能力に類似する
点も多い。したがって、本研究で明らかとなった
在宅看護計画立案の基盤となる能力全般を高めて
いく上では、CT 能力向上への取り組みから得る
示唆も大きいと考えられ、CT 能力向上への有効
性が示されている問題基盤型学習（PBL）28），	29）等
の、在宅看護過程学習への応用を検討していくこ
とも今後の一方策と考えられる。

Ⅶ　研究の限界

　本研究対象は、首都圏の 9 訪問看護ステーショ
ンに在籍する管理者であり、結果には地域特性や
職制による特徴が反映されている可能性も否定で
きない。今後は対象地域を広げるとともに、在宅
看護計画立案に関わる他の立場の対象者の視点か
らの検討も必要と考えられる。

Ⅷ　結　論

　本研究により、看護職者に求められる在宅看護
計画立案に必要な能力としては、療養者と家族の
アセスメントを行うための【見て感じて把握する
力】【情報を引き出す力】【察する力】と、生活の
質を向上させる看護計画を立案するための【生活
の質への着想力】と、これらの能力を支える【疾
患と生活を探求する力】が必要であることが明ら
かになった。今後、これらの能力を向上させるた
めの教育プログラムの検討が必要と考えられる。
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